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町田市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する

条例 

町田市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（昭和６０年９月町田

市条例第３６号）の一部を次のように改正する。 

第４条第２項に次の１号を加える。 

（６）宅配ボックス（配達された物品（荷受人が不在その他の事由により受け取るこ

とができないものに限る。）の一時保管のための荷受箱をいう。）を設ける部分   

１００分の１ 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 



＿部分は改正部分 

町田市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（建築物の容積率の最高限度） （建築物の容積率の最高限度） 

第４条 略 第４条 略 

２ 前項に規定する延べ面積には、次の各号に

掲げる建築物の部分の床面積は、当該敷地内

の建築物の各階の床面積の合計（同一敷地内

に２以上の建築物がある場合においては、そ

れらの建築物の各階の床面積の合計の和）に、

当該各号に掲げる建築物の部分の区分に応

じ、当該各号に定める割合を乗じて得た面積

を限度として算入しない。 

２ 前項に規定する延べ面積には、次の各号に

掲げる建築物の部分の床面積は、当該敷地内

の建築物の各階の床面積の合計（同一敷地内

に２以上の建築物がある場合においては、そ

れらの建築物の各階の床面積の合計の和）に、

当該各号に掲げる建築物の部分の区分に応

じ、当該各号に定める割合を乗じて得た面積

を限度として算入しない。 

（１）～（５） 略 （１）～（５） 略 

（６） 宅配ボックス（配達された物品（荷

受人が不在その他の事由により受け取るこ

とができないものに限る。）の一時保管の

ための荷受箱をいう。）を設ける部分 １

００分の１ 

 

３～５ 略 ３～５ 略 

 


